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問１

ＣＦＰ認定者にとって業務を行ううえで留意しなければならないのが、関連業法等の順守です。以

下の設問Ａ～Ｃについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。

（問題１）

（設問Ａ）以下の文章は、特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（以下「協

会」という）の「会員倫理規程」の抜粋である。以下の文章の空欄（ア）～（ウ）にあては

まる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、以下の文章における「会員」と

は協会の会員をいう。

第２条 会員は、顧客に対して、その業務の適正、公平さを保つために必要なすべての情報を開示

したうえで、専門家としての業務を公平かつ（ ア ）方法で提供しなければならない。

第３条 会員は、（ イ ）がある場合は、これを顧客に開示しなければならない。

第８条 会員は、自己が（ ウ ）の見解を代弁しているとの印象を顧客に与えてはならない。

１．（ア）道理に適った （イ）利益相反事項 （ウ）協会

２．（ア）道理に適った （イ）業務契約書 （ウ）業界

３．（ア）客観的な   （イ）業務契約書 （ウ）協会

４．（ア）客観的な   （イ）利益相反事項 （ウ）業界

（問題２）

（設問Ｂ）ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）は、ファイナンシャル・プランニン

グ業務を行ううえで関連業法を順守することが重要である。関連業法の順守に関する次の記

述の適不適の組み合わせとして、正しいものはどれか。

（ア）投資助言・代理業の登録をしていないＦＰが、顧客から依頼され、特定の企業の有価証券の経済

的価値を独自に分析し、具体的な投資時期等を判断して顧客に助言し報酬を得た。

（イ）税理士ではないＦＰが、被相続人から生前に資産運用について相談を受けて作成していた資産台

帳を基に、各相続人の具体的な相続税の額を計算し、相続人に説明した。

（ウ）弁護士ではなく、遺言者や公証人との利害関係がないＦＰ（成年者）が、当該遺言者の公正証書

遺言の作成に当たり証人となった。

１．（ア）は適切であるが、（イ）および（ウ）は不適切。

２．（イ）は適切であるが、（ア）および（ウ）は不適切。

３．（ウ）は適切であるが、（ア）および（イ）は不適切。

４．（ア）、（イ）、（ウ）はすべて不適切。
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（問題３）

（設問Ｃ）「金融商品の販売等に関する法律（金融商品販売法）」に関する次の記述のうち、最も適切な

ものはどれか。

１．金融商品販売業者が重要事項の説明をしなかったことにより顧客に損害が生じた場合、金融

商品販売業者は損害賠償責任を負うとされているが、損害額の算定方法についての定めはな

い。

２．国内の商品先物取引は、金融商品販売法が適用される。

３．金融商品販売業者が金融商品等の販売に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ勧誘方

針を定めなければならないが、公表の必要はない。

４．金融商品販売業者は、金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、重要事項につい

て説明しなければならない。
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問２

ＣＦＰ認定者にとって、ライフプランニングに関する最新の情報に関心をもち、情報収集しておく

ことは大切です。以下の設問Ａ～Ｃについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。

（問題４）

（設問Ａ）公的年金の財政検証に関する次の記述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる語句の組み合わせと

して、最も適切なものはどれか。

財政検証は、少なくとも（ ア ）、公的年金の財政の現況および見通しの作成を行い、長期的な

年金財政の健全性を検証する目的で実施されている。また、次の財政検証までに所得代替率が

（ イ ）を下回ると見込まれる場合には、給付水準調整の終了その他の措置を講ずるとともに、

給付および負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずるとされている。

１．（ア）４年ごとに一度 （イ）５０％

２．（ア）４年ごとに一度 （イ）６０％

３．（ア）５年ごとに一度 （イ）５０％

４．（ア）５年ごとに一度 （イ）６０％

（問題５）

（設問Ｂ）「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」に基づく年金生活者支援給付金に関する次の

記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．老齢年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金の受給者本人およびその人と同一世帯の全員が、

市町村民税非課税であることが要件とされている。

２．老齢年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金を繰り上げて受給している６５歳未満の人には

支給されない。

３．年金生活者支援給付金を受給するには、毎年、請求手続きをする必要がある。

４．遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金の受給者で、受給者本人の前年の所得（１月か

ら７月までの月分の遺族年金生活者支援給付金については、前々年の所得）が一定額以下で

あることが要件とされている。
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（問題６）

（設問Ｃ）会社員の浅見勇太さんは専業主婦の妻と３人の子の５人家族である。以下の＜資料＞に基づ

き、勇太さんが受け取ることができる児童手当の月額として、正しいものはどれか。なお、

児童手当の支給要件は満たしているものとする。また、妻と３人の子は児童手当の金額の計

算上、扶養親族等に該当するものとし、記載のない扶養親族はいないものとする。

＜資料＞

［浅見家のデータ］

氏名 続柄 年齢 備考

浅見 勇太 本人 ４８歳 前年の給与所得は７５０万円である。

浅見 洋子 妻 ４５歳 専業主婦

浅見 雄介 長男 １６歳 高校１年生

浅見 恭平 二男 １３歳 中学２年生

浅見 涼子 長女 ９歳 小学３年生

※浅見家は勇太さん以外に収入はなく、勇太さんは上記給与所得のほかに収入はない。

［児童手当の金額］

支給対象児童 １人当たりの月額

０歳～３歳未満 １５,０００円（一律）

３歳～小学校修了前 １０,０００円（第３子以降は１５,０００円※）

中学生 １０,０００円（一律）

※第３子以降とは、養育している１８歳の到達年度の末日までにある子のうち、第３子以降（出生

順で数える）をいう。

［手当を受け取る人の扶養親族等の数に応じた所得制限限度額］

扶養親族等の数 所得制限限度額

０人 ６２２万円

１人 ６６０万円

２人 ６９８万円

３人 ７３６万円

４人 ７７４万円

５人 ８１２万円

※手当を受け取る人の所得が所得制限限度額を超える場合、特例給付として中学校修了前の児童

１人につき月額５,０００円を支給する。

１．１０,０００円

２．１５,０００円

３．２０,０００円

４．２５,０００円
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問３

会社員のパーソナルファイナンスに関する以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを１～４の中

から１つ選んでください。なお、設問Ａ、Ｂについては以下の＜資料＞に基づいて解答してください。

＜資料＞

【収入に関する事項】

○給与収入（年間・手取り）

牧村 賢治さん（本人・会社員）：５４０万円

牧村 理恵さん（妻・パート）：１００万円

【支出に関する事項】

○基本生活費 年間２８０万円

○住宅関連費 持ち家（マンション）

住宅ローン：金利年２.０％（全期間固定）

元利均等返済（ボーナス返済なし）

債務者は賢治さんで７０歳時完済予定

年間返済額は１１９万円

固定資産税等：年間１４万円

管理費および修繕積立金：年間２８万円

○教育費

・ 長男は公立高校に在学中で、大学は私立文系（四年制）への進学を予定している。

・ 長女は公立中学校に在学中で、高校は私立、大学は私立文系（四年制）への進学を予定して

いる。

中学校 高校 大学

公立 私立 公立 私立 私立文系 私立理系

年間教育費 ４０万円 １２０万円 ４０万円 ９０万円 １６０万円 １９０万円

入学一時金 １５万円 ４０万円 １５万円 ３０万円 ３０万円 ３５万円

○生命保険料 年間３６万円

○その他支出 毎年２４万円

○一時的支出

家族旅行：２０２２年に４０万円、２０２６年と２０２９年にそれぞれ５０万円

【留意事項】

・ キャッシュフロー表の同一の欄に計上する項目が複数ある場合、それらの合計額に変動率を

適用し算出した金額によること。

・ ＜資料＞の金額はすべて２０２０年（基準年）時点の現在価値である。
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＜現状のキャッシュフロー表＞ （単位：万円）

経過年数 基準年 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
西暦（年） ２０２０ ２０２１ ２０２２ ２０２３ ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７

家
族
・
年
齢

牧村 賢治 本人 ４３ ４４ ４５ ４６ ４７ ４８ ４９ ５０
  理恵 妻 ４５ ４６ ４７ ４８ ４９ ５０ ５１ ５２
  大介 長男 １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４
  結菜 長女 １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

ライフイベント

長男

大学入学

長女

高校入学

家族旅行

長女

大学入学

長男就職

家族旅行

変動率

収
入

給与収入（本人） １.０％ ５４０ ５７３ ５７９
給与収入（妻） ０.０％ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００

収入合計 － ６４０ ６７３ ６７９

支
出

基本生活費 １.０％ ２８０ ２８３ ２８６ ２８８ ２９１ ２９４ ２９７ ３００
住宅関連費 ０.０％ １６１ １６１ １６１ １６１ １６１ １６１ １６１ １６１
教育費（長男） １.０％ ４０ ４０ ０ ０
教育費（長女） １.０％ ４０ ４０
生命保険料 ０.０％ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６
その他支出 １.０％ ２４ ２４ ２４ ２５ ２５ ２５ ２５ ２６
一時的支出 １.０％ ０ ０ ０ ０ ０ ５３ ０

支出合計 － ５８１ ７７３ ８８４ ７４２ ６９５

年間収支 － ５９ ６１ （ ア ） ▲１１１ ▲２１６ ▲６９ ▲１６
預貯金等残高 １.０％ ７１０ ３６１ １４９ ８１ ６６

経過年数 ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５
西暦（年） ２０２８ ２０２９ ２０３０ ２０３１ ２０３２ ２０３３ ２０３４ ２０３５

家
族
・
年
齢

牧村 賢治 本人 ５１ ５２ ５３ ５４ ５５ ５６ ５７ ５８
  理恵 妻 ５３ ５４ ５５ ５６ ５７ ５８ ５９ ６０
  大介 長男 ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２
  結菜 長女 ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９

ライフイベント
長女就職

家族旅行変動率

収
入

給与収入（本人） １.０％ ５９６ ６０２ ６０８ ６１５ ６２１ ６２７
給与収入（妻） ０.０％ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００ １００

収入合計 － ６９６ ７０２ ７０８ ７１５ ７２１ ７２７

支
出

基本生活費 １.０％ ３０３ ３０６ ３０９ ３１２ ３１６ ３１９ ３２２ ３２５
住宅関連費 ０.０％ １６１ １６１ １６１ １６１ １６１ １６１ １６１ １６１
教育費（長男） １.０％ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
教育費（長女） １.０％ １７３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
生命保険料 ０.０％ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６
その他支出 １.０％ ２６ ２６ ２７ ２７ ２７ ２７ ２８ ２８
一時的支出 １.０％ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

支出合計 － ６９９ ５３６ ５４０ ５４３ ５４７ ５５０
年間収支 － ▲１４ １６６ １６８ １７２ １７４ １７７
預貯金等残高 １.０％ ５３ ４９５ ６６８ ８４７ １,０２９ １,２１６

※問題作成の都合上、一部空欄にしてある。また、記載されている数値は正しいものとする。

※各項目の計算に当たっては端数を残し、表中に記入の際は万円未満四捨五入したものを使用すること。
ただし、預貯金等残高は各年ごとに端数を残さず、万円未満四捨五入のうえ計算すること。

※収入合計と支出合計、年間収支は表中に記載すべき整数で計算すること。
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（問題７）

（設問Ａ）牧村さん夫婦は、今後の資金計画や住宅ローンの返済などについて、ＣＦＰ認定者に相談

し、キャッシュフロー表を作成してもらうことにした。現状のキャッシュフロー表中の空欄

（ア）にあてはまる金額として、正しいものはどれか。なお、計算に当たっては係数表を使

用せず、電卓にて計算すること。

１．▲１６６

２．▲１７２

３．▲２０７

４．▲２１３

（問題８）

（設問Ｂ）理恵さんは、今後、教育費の負担も重くなることから、収入を増やしたいと考え、ＣＦＰ

認定者に相談し、以下の＜見直しの内容＞を反映させたキャッシュフロー表を作成してもら

うことにした。見直し後のキャッシュフロー表中の空欄（イ）、（ウ）にあてはまる金額の組

み合わせとして、正しいものはどれか。なお、計算に当たっては係数表を使用せず、電卓に

て計算すること。

＜見直しの内容＞

・ 理恵さんの給与収入（年間・手取り）：２０２１年より、年間１１０万円（２０２１年時点の現

在価値）となる。

・ 住宅関連費：２０２１年に住宅ローンの借換えを行うことにより、年間返済額は２０２１年以

降、年間９万円減少する。なお、借換えにかかる諸費用の支出は４０万円（２０２１

年時点の現在価値）である。

・ 生命保険料：保険の見直しにより、２０２１年以降、毎年の保険料を５万円減らす。

１．（イ）４５ （ウ）３８１

２．（イ）４５ （ウ）３９２

３．（イ）８５ （ウ）３８１

４．（イ）８５ （ウ）３９２



2020年度第2回 ライフプランニング・リタイアメントプランニング

9ライフプランニング・リタイアメントプランニング ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 無断複製転載禁止

＜見直し後のキャッシュフロー表＞ （単位：万円）

経過年数 基準年 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
西暦（年） ２０２０ ２０２１ ２０２２ ２０２３ ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７

家
族
・
年
齢

牧村 賢治 本人 ４３ ４４ ４５ ４６ ４７ ４８ ４９ ５０
  理恵 妻 ４５ ４６ ４７ ４８ ４９ ５０ ５１ ５２
  大介 長男 １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４
  結菜 長女 １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

ライフイベント

長男

大学入学

長女

高校入学

家族旅行

長女

大学入学

長男就職

家族旅行

変動率

収
入

給与収入（本人） １.０％ ５４０ ５７９
給与収入（妻） １.０％ １００ １１７

収入合計 － ６４０ ６９６

支
出

基本生活費 １.０％ ２８０ ２８３ ２８６ ２８８ ２９１ ２９４ ２９７ ３００
住宅関連費 ０.０％ １６１
教育費（長男） １.０％ ４０ ４０ ０ ０
教育費（長女） １.０％ ４０ ４０
生命保険料 ０.０％ ３６
その他支出 １.０％ ２４ ２４ ２４ ２５ ２５ ２５ ２５ ２６
一時的支出 １.０％ ０ ０ ０ ０ ０ ５３ ０

支出合計 － ５８１ ７５９ ８７０ ７２８ ６８１

年間収支 － ５９ （ イ ） ▲８４ ▲１８８ ▲３９ １５
預貯金等残高 １.０％ ７１０ ４２３ ２３９ ２０２ ２１９

経過年数 ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５
西暦（年） ２０２８ ２０２９ ２０３０ ２０３１ ２０３２ ２０３３ ２０３４ ２０３５

家
族
・
年
齢

牧村 賢治 本人 ５１ ５２ ５３ ５４ ５５ ５６ ５７ ５８
  理恵 妻 ５３ ５４ ５５ ５６ ５７ ５８ ５９ ６０
  大介 長男 ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２
  結菜 長女 ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９

ライフイベント
長女就職

家族旅行変動率

収
入

給与収入（本人） １.０％ ６０２ ６０８ ６１５ ６２１ ６２７
給与収入（妻） １.０％ １２２ １２３ １２４ １２５ １２６

収入合計 － ７２４ ７３１ ７３９ ７４６ ７５３

支
出

基本生活費 １.０％ ３０３ ３０６ ３０９ ３１２ ３１６ ３１９ ３２２ ３２５
住宅関連費 ０.０％
教育費（長男） １.０％ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
教育費（長女） １.０％ １７３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
生命保険料 ０.０％
その他支出 １.０％ ２６ ２６ ２７ ２７ ２７ ２７ ２８ ２８
一時的支出 １.０％ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

支出合計 － ６８５ ５２２ ５２６ ５２９ ５３３ ５３６
年間収支 － １８ ２０２ ２０５ ２１０ ２１３ ２１７
預貯金等残高 １.０％ ２３９ （ ウ ） ７９０ １,００３ １,２２３ １,４４８ １,６７９

※問題作成の都合上、一部空欄にしてある。また、記載されている数値は正しいものとする。
※各項目の計算に当たっては端数を残し、表中に記入の際は万円未満四捨五入したものを使用すること。

ただし、預貯金等残高は各年ごとに端数を残さず、万円未満四捨五入のうえ計算すること。
※収入合計と支出合計、年間収支は表中に記載すべき整数で計算すること。
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（問題９）

（設問Ｃ）会社員の三上さんは、２０３１年１月末に定年退職をする予定である。三上さんは退職後の

生活資金と教育資金を準備するため、２０２１年２月１日から資金運用を開始する。定年退

職後は蓄えた資金と退職一時金を複利運用しながら、３０年間にわたり毎年１月末に一定金

額を取り崩して受け取るほか、自動車の購入に充てたいと考えている。以下の＜条件＞に基

づく場合、２０２５年２月１日からの６年間において毎年１月末に積み立てるべき一定金額

（最少額）として、正しいものはどれか。なお、運用益についての税金等は考慮しないもの

とする。また、計算に当たっては、次の係数表を乗算で使用し、計算過程で端数が生じた場

合は円未満を四捨五入し、解答に当たっては万円未満を切り上げること。

＜条件＞

・ 用意した貯蓄３５０万円（２０２１年１月末時点）を、２０２１年２月１日から２０２５年１

月末までの４年間、年利１.０％で複利運用する。

・ ２０２１年２月１日から２０２５年１月末までの４年間は、毎年１月末に２０万円を積み立て

ながら、年利１.０％で複利運用する。

・ ２０２５年１月末に上記で蓄えた資金から教育資金として２４０万円を取り崩し、残額につ

いては２０２５年２月１日から２０３１年１月末までの６年間は、年利２.０％で複利運用す

る。

・ ２０２５年２月１日から２０３１年１月末までの６年間、毎年１月末に一定金額を積み立てな

がら、年利２.０％で複利運用する。

・ ２０３１年１月末に退職一時金１,２００万円（手取り額）を受け取る。

・ 退職時から３０年間、蓄えた資金と受け取った退職一時金を年利１.５％で複利運用しながら毎

年１月末に６０万円ずつ取り崩す。

・ 退職時から４年間、年利１.５％で複利運用し、２０３５年１月末に自動車購入資金として２１０

万円を取り崩す。
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＜係数表＞ ※係数表の数値は正しいものとする。

［終価係数］ ［現価係数］

期間 １.０％ １.５％ ２.０％ 期間 １.０％ １.５％ ２.０％

４年 １.０４１ １.０６１ １.０８２ ４年 ０.９６１ ０.９４２ ０.９２４

６年 １.０６２ １.０９３ １.１２６ ６年 ０.９４２ ０.９１５ ０.８８８

３０年 １.３４８ １.５６３ １.８１１ ３０年 ０.７４２ ０.６４０ ０.５５２

［年金終価係数］ ［年金現価係数］

期間 １.０％ １.５％ ２.０％ 期間 １.０％ １.５％ ２.０％

４年 ４.０６０ ４.０９１ ４.１２２ ４年 ３.９０２ ３.８５４ ３.８０８

６年 ６.１５２ ６.２３０ ６.３０８ ６年 ５.７９５ ５.６９７ ５.６０１

３０年 ３４.７８５ ３７.５３９ ４０.５６８ ３０年 ２５.８０８ ２４.０１６ ２２.３９６

［資本回収係数］ ［減債基金係数］

期間 １.０％ １.５％ ２.０％ 期間 １.０％ １.５％ ２.０％

４年 ０.２５６ ０.２５９ ０.２６３ ４年 ０.２４６ ０.２４４ ０.２４３

６年 ０.１７３ ０.１７６ ０.１７９ ６年 ０.１６３ ０.１６１ ０.１５９

３０年 ０.０３９ ０.０４２ ０.０４５ ３０年 ０.０２９ ０.０２７ ０.０２５

１．３３万円

２．３５万円

３．３８万円

４．４０万円
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（問題１０）

（設問Ｄ）２０２１年３月末に定年退職を迎える西岡さんは、退職一時金と自助努力で準備した老後のた

めの資金の合計２,０００万円を、２０２１年４月１日から複利運用しながら取り崩して生活

費などに充てる計画を立てている。以下の＜条件＞に基づく場合、２０３１年４月１日から

２０４１年３月末までの１０年間、毎年３月末に取り崩すことができる一定金額（最大額）

として、正しいものはどれか。なお、運用益についての税金等は考慮しないものとする。ま

た、計算に当たっては、次の係数表を乗算で使用し、計算過程で端数が生じた場合は円未満

を四捨五入し、解答に当たっては万円未満を切り捨てること。

＜条件＞

・ 退職一時金と自助努力で準備した老後のための資金の合計２,０００万円を２０２１年４月１

日から２０３１年３月末までの当初１０年間は、年利１.５％で複利運用しながら毎年３月末

に７０万円を取り崩す。

・ ２０３１年４月１日から２０４１年３月末までの１０年間は、年利１.０％で複利運用しながら

毎年３月末に一定額を取り崩す。

・ ２０４１年４月１日から２０５１年３月末までの１０年間は、年利１.０％で複利運用しながら

毎年３月末に５０万円を取り崩す。

・ ２０２１年４月１日から５年間にわたり年利１.５％で複利運用した後、５年経過後の２０２６

年３月末に自宅のリフォーム資金として、５００万円を取り崩す。
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＜係数表＞ ※係数表の数値は正しいものとする。

［終価係数］ ［現価係数］

期間 １.０％ １.５％ 期間 １.０％ １.５％

５年 １.０５１ １.０７７ ５年 ０.９５１ ０.９２８

１０年 １.１０５ １.１６１ １０年 ０.９０５ ０.８６２

［年金終価係数］ ［年金現価係数］

期間 １.０％ １.５％ 期間 １.０％ １.５％

５年 ５.１０１ ５.１５２ ５年 ４.８５３ ４.７８３

１０年 １０.４６２ １０.７０３ １０年 ９.４７１ ９.２２２

［資本回収係数］ ［減債基金係数］

期間 １.０％ １.５％ 期間 １.０％ １.５％

５年 ０.２０６ ０.２０９ ５年 ０.１９６ ０.１９４

１０年 ０.１０６ ０.１０８ １０年 ０.０９６ ０.０９３

１．５１万円

２．５５万円

３．５９万円

４．６４万円
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問４

住宅取得や教育に係る資金設計等に関する以下の設問Ａ～Ｈについて、それぞれの答えを１～４の中

から１つ選んでください。

（問題１１）

（設問Ａ）橋口さんは、以下の＜住宅ローン＞について返済額軽減型の繰上げ返済を検討中である。借

入れから１５年が経過した時点（返済回数１８０回終了後）で、残存期間に適用される金利

が年２.５０％となった場合、毎月の返済額（元利合計）が当初の１５年間と変わらないよ

うにするために必要な繰上げ返済額として、正しいものはどれか。なお、繰上げ返済のため

の手数料等については考慮しないこと。また、計算に当たっては、次の係数表を乗算で使用

し、計算過程で端数が生じた場合は円未満を四捨五入し、解答に当たっては万円未満を切り

上げること。

＜住宅ローン＞

・ 借入金利：年１.２５％（当初１５年間固定金利）

・ 返済方法：元利均等返済、毎月返済のみ（ボーナス返済なし）

・ 返済期間：２５年（返済回数３００回）

・ 借入額：２,８００万円

・ 当初の一定期間に適用される金利のみが決まっている元利均等返済の住宅ローンの当初の一

定期間の返済額（元利合計）は、当初の一定期間に適用される金利が完済まで適用されるも

のとして計算される。
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＜係数表＞ ※係数表の数値は正しいものとする。

［終価係数（１ヵ月用）］ ［現価係数（１ヵ月用）］

期間 １.２５％ ２.５０％ 期間 １.２５％ ２.５０％

１０年 １.１３３０７ １.２８３６９ １０年 ０.８８２５５ ０.７７９００

１５年 １.２０６１１ １.４５４４２ １５年 ０.８２９１１ ０.６８７５６

２５年 １.３６６６２ １.８６７０３ ２５年 ０.７３１７３ ０.５３５６１

［年金終価係数（１ヵ月用）］ ［年金現価係数（１ヵ月用）］

期間 １.２５％ ２.５０％ 期間 １.２５％ ２.５０％

１０年 １２７.７５１７４ １３６.１７１９４ １０年 １１２.７４７８５ １０６.０７８４０

１５年 １９７.８６８０４ ２１８.１２３５０ １５年 １６４.０５４３８ １４９.９７２４３

２５年 ３５１.９５１０２ ４１６.１７５２３ ２５年 ２５７.５３４７５ ２２２.９０７４２

［資本回収係数（１ヵ月用）］ ［減債基金係数（１ヵ月用）］

期間 １.２５％ ２.５０％ 期間 １.２５％ ２.５０％

１０年 ０.００８８７ ０.００９４３ １０年 ０.００７８３ ０.００７３４

１５年 ０.００６１０ ０.００６６７ １５年 ０.００５０５ ０.００４５８

２５年 ０.００３８８ ０.００４４９ ２５年 ０.００２８４ ０.００２４０

１． ７３万円

２． ８４万円

３．１１４万円

４．１２５万円
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（問題１２）

（設問Ｂ）山根さん（会社員・年収６５０万円）は、住宅購入を計画しており、ＣＦＰ認定者に以下

の＜条件＞に基づくシミュレーションを依頼した。このシミュレーションにおける購入可能

な物件価格の上限として、正しいものはどれか。なお、住宅ローンの借入額および物件価格

については１０万円未満を切り捨てること。また、消費税は考慮しないものとする。

＜条件＞

・ 用意した住宅購入資金５００万円と父から贈与される１００万円を住宅購入に充てる。これら

の資金で不足する分については、住宅ローンを利用する。

・ 住宅ローンの借入額については、住宅ローンの年間元利合計返済額が、現在の年収の２０％と

なるようにする。

・ 住宅ローンの条件は、金利年１.１０％（全期間固定）、返済期間３０年（返済回数３６０回）、

元利均等返済、毎月返済のみ（ボーナス返済なし）とする。

・ 借入額１００万円当たりの毎月の元利合計返済額は、３,２６３円とする。

・ 住宅購入のための諸費用は物件価格の１０％とし、上記で準備した資金の中から充てるものと

する。

１．３,５２０万円

２．３,５６０万円

３．３,８６０万円

４．３,９２０万円
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（問題１３）

（設問Ｃ）谷口さんは、２０２０年１１月１日に住宅ローンを利用して新築住宅を取得し、同年１１月

末に居住を開始する。２０２０年分の所得税の計算上、以下の＜資料＞に基づき算出される

住宅借入金等特別控除（以下「住宅ローン控除」という）の金額として、正しいものはどれ

か。なお、すまい給付金および住宅ローン控除を受けるための要件を満たしているものとす

る。また、記載のない事項および住宅ローン控除前の所得税の額および住民税の額について

は考慮しないものとする。

＜資料＞

［谷口さんが取得した住宅のデータ］

・ 取得の対価として２,５００万円（消費税率１０％込み）を住宅メーカーに支払った。

・ 谷口さんが単独で所有している。

・ 認定長期優良住宅および認定低炭素住宅には該当しない。

［谷口さんのデータ］

・ ２０２０年度の都道府県民税の所得割額は、７.４万円であるものとする。

・ 住宅の取得に当たり、ＫＷ銀行から返済期間３５年で住宅ローンの借入れをしており、２０２０

年１２月末時点での借入金残高は、２,４８０万円であるものとする。

・ 住宅の取得に当たり、すまい給付金を受け取った。

［すまい給付金］

・ 給付額：給付基礎額×持分割合

・ 給付基礎額

都道府県民税の所得割額 給付基礎額

７.６０万円以下 ５０万円

７.６０万円超 ９.７９万円以下 ４０万円

９.７９万円超 １１.９０万円以下 ３０万円

１１.９０万円超 １４.０６万円以下 ２０万円

１４.０６万円超 １７.２６万円以下 １０万円

１．２４.３万円

２．２４.５万円

３．２４.８万円

４．２５.０万円
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（問題１４）

（設問Ｄ）住宅金融支援機構の各種住宅ローンに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．フラット３５は、保証人は不要であり、繰上げ返済や返済方法の変更を行う場合の手数料も

不要である。

２．フラット３５Ｓは、省エネルギー性、耐震性などにつき、一定の技術基準を満たす質の高い

住宅を取得する場合、借入金利を一定期間引き下げる制度である。

３．リ・バース６０は、契約者が存命中の毎月の支払いは利息のみで、元金の返済はない。

４．リ・バース６０は、他の住宅ローンからの借換えには利用することができない。

（問題１５）

（設問Ｅ）日本学生支援機構の給付型奨学金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。な

お、本設問における給付型奨学金とは、２０２０年４月以降に進学・進級する学生を対象と

したものをいう。

１．給付型奨学金は、貸与型奨学金と併用することができない。

２．給付型奨学金の支給対象の学生は、授業料・入学金の免除または減額も同時に受けることが

できる。

３．給付型奨学金の給付月額は、世帯の所得区分に応じ、進学先の大学等の国公立・私立の別、

自宅通学・自宅外通学の別により定められている。

４．給付型奨学金は、国内の大学院への進学に利用することができない。

（問題１６）

（設問Ｆ）日本政策金融公庫の教育一般貸付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

１．融資対象となる学校は、中学校卒業以上の人を対象とする修業年限が１年以上の教育施設に

限られる。

２．受験時の交通費や宿泊費は、融資資金の使途として認められる。

３．貸出金利は、変動金利または固定金利のいずれかを選択することができる。

４．母子家庭、父子家庭および交通遺児家庭における返済期間の上限は１５年である。
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（問題１７）

（設問Ｇ）永井さんは、２０２０年７月に国内旅行代金３０万円、同年９月にパソコンの購入代金１０

万円の支払いにクレジットカードを利用し、いずれもリボルビング払いにより返済している。

永井さんの返済に係る下表の空欄（ア）にあてはまる数値として、正しいものはどれか。な

お、利息の計算に当たっては月割り計算し、円未満の端数は切り捨てること。

＜返済条件＞

利息：前月末の残高に対して年利１５％

毎月返済額：３万円（元利定額払い）

＜元利定額リボルビング払い返済表＞ （単位：円）

返済年月 返済額 月末残高
利息 元金

２０２０年７月 － － － ３００,０００

８月 ３０,０００

９月 ３０,０００

１０月 ３０,０００ （ ア ）

※問題作成の都合上、表の一部を空欄にしてある。

１．２２０,２６０

２．２７０,８８５

３．３２１,４００

４．３２１,５１０

（問題１８）

（設問Ｈ）貸金業法の総量規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．事業として行われている定期的な不動産の賃貸による収入は、総量規制の基準額の算定にお

いて定期的な収入に含まれる。

２．貸金業者に提出する収入を証明する書類には、納税通知書や納税証明書が含まれる。

３．自動車の購入に必要な資金の貸付けで、当該自動車が譲渡により担保の目的となっている貸

付けは、総量規制の対象とならない。

４．銀行のカードローンは、総量規制の対象とならない。
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問５

働き方とその関連法令等に関する以下の設問Ａ～Ｇについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ

選んでください。

（問題１９）

（設問Ａ）労働基準法に基づく労働時間に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、

いずれも労働基準法に定められた三六協定を締結しているものとする。また、時間外労働の

上限規制の適用の猶予および除外については考慮しないものとする。

１．就業規則により定められている１日当たりの労働時間が休憩時間を除き７時間である事業場

において、労働者が１日に８時間労働した場合は、時間外労働とならない。

２．時間外労働の上限は、原則として、月４５時間・年３６０時間とされ、臨時的な特別の事情

がなければこれを超えることはできない。

３．時間外労働と休日労働の合計は、１年を通して常に、１ヵ月当たり１００時間未満、どの２

ヵ月から６ヵ月の期間の平均をとっても、それぞれ１ヵ月当たり８０時間以内としなければ

ならない。

４．フレックスタイム制における清算期間は、６ヵ月以内とされている。
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（問題２０）

（設問Ｂ）ＧＸ株式会社で働いている川久保さんは、最低賃金法における最低賃金と比較するために自

身の２０２０年１０月分の賃金を計算してみることにした。以下の＜資料＞に基づく、最低

賃金の対象となる、時間当たりに換算した賃金額として、正しいものはどれか。

＜資料＞

［川久保さんに支払われた２０２０年１０月分の賃金］

基本給 １５５,０００円 月給制

皆勤手当 １５,０００円 月給制

時間外手当 ３５,０００円 割増賃金含む

通勤手当 ５,０００円

合計 ２１０,０００円

※川久保さんは、２０２０年１０月に欠勤および早退等はしていない。

※上記以外に賃金の支払いはない。

［川久保さんの労働条件］

年間所定労働日数：２５０日

１日の所定労働時間：８時間

［時間当たりに換算した賃金額の計算方法］

月給制の場合：（賃金月額×１２ヵ月）÷（年間所定労働日数×１日の所定労働時間）

１． ９３０円

２．１,０５０円

３．１,１４０円

４．１,２６０円
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（問題２１）

（設問Ｃ）柴田さん（２９歳）は、２０２０年１０月末日に７年間継続勤務していたＨＡ株式会社を自

己都合により退職した。以下の＜資料＞に基づいて計算した柴田さんに支給される雇用保険

の基本手当の日額として、正しいものはどれか。なお、柴田さんはこれまで基本手当の給付

を受けたことはなく、解答に当たっては円未満を切り捨てること。

＜資料＞

［柴田さんの２０２０年５月から２０２０年１０月までの給与等の状況］ （単位：円）

月別実出勤日数 基本給 時間外手当 通勤手当
賞与

（年１回）

５月分 １８日 ２４０,０００ ２０,０００ ９,０００ －

６月分 ２０日 ２４０,０００ ２３,０００ ９,０００ ３６０,０００

７月分 ２１日 ２４０,０００ １８,０００ ９,０００ －

８月分 １９日 ２４０,０００ ２３,０００ ９,０００ －

９月分 ２１日 ２４０,０００ ２２,０００ ９,０００ －

１０月分 ２１日 ２４０,０００ ２０,０００ ９,０００ －

合計 １２０日 １,４４０,０００ １２６,０００ ５４,０００ ３６０,０００

※賃金締切日は月の末日であるものとする。

※その他支給額：退職金（１０月末日）７００,０００円

［基本手当の日額の計算式（離職時の年齢が２９歳以下）］

賃金日額（Ｗ） 基本手当の日額

２,５００円以上 ５,０１０円未満 ０.８Ｗ

５,０１０円以上 １２,３３０円以下 ０.８Ｗ－０.３{（Ｗ－５,０１０）／７,３２０}Ｗ

１２,３３０円超 １３,６３０円以下 ０.５Ｗ

１３,６３０円（上限額）超 ６,８１５円（上限額）

１．５,７２８円

２．６,０９９円

３．６,７５０円

４．６,８１５円
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（問題２２）

（設問Ｄ）雇用保険の一般教育訓練給付金の支給対象者に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）にあて

はまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

・ 一般教育訓練給付の対象講座の受講開始日において雇用保険の被保険者である人については、

支給要件期間が（ ア ）以上ある人で、初めて教育訓練給付金を受給する場合は（ イ ）

以上ある人である。

・ 一般教育訓練給付の対象講座の受講開始日において雇用保険の被保険者でない人については、

上記の支給要件期間に加え、被保険者資格を喪失した日（離職日の翌日）以降、受講開始日ま

でが１年以内の人であるが、妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期

間が延長された場合は最大（ ウ ）以内の人である。

１．（ア）２年 （イ）６ヵ月 （ウ）１０年

２．（ア）２年 （イ）６ヵ月 （ウ）２０年

３．（ア）３年 （イ）１年  （ウ）１０年

４．（ア）３年 （イ）１年  （ウ）２０年
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（問題２３）

（設問Ｅ）ＫＸ株式会社に勤務する千田さんは、２０２１年２月末日に６０歳の定年を迎えた後も会社

の継続雇用制度を利用して６５歳まで働き続けたいと考えている。以下の＜資料＞に基づい

て計算した千田さんの雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金の支給額として、正しいものは

どれか。なお、記載のない事項については、高年齢雇用継続基本給付金の支給要件を満たし

ているものとする。また、賃金低下率は表示単位の小数点以下第３位を四捨五入、支給額は

円未満を切り捨てるものとする。

＜資料＞

［千田さんのデータ］

・ ６０歳到達時の賃金月額：５５０,０００円

・ 支給対象月に支払われた賃金額：３２６,０００円

［高年齢雇用継続基本給付金の支給額の計算式］

・ 賃金低下率（※）が６１％未満の場合

支給額＝支給対象月に支払われた賃金額×１５％

・ 賃金低下率（※）が６１％以上７５％未満の場合

支給額＝－
１８３

２８０
×支給対象月に支払われた賃金額＋

１３７.２５

２８０
×６０歳到達時の賃金月額

（※）賃金低下率（％）＝
支給対象月に支払われた賃金額

６０歳到達時の賃金月額
×１００

［高年齢雇用継続基本給付金の限度額等］

賃金月額の上限額 ４７６,７００円

支給限度額 ３６３,３４４円

最低限度額 ２,０００円

１． ２,０００円

２．２０,６０３円

３．４８,９００円

４．５６,５３３円
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（問題２４）

（設問Ｆ）雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．週の所定労働時間が２０時間以上であり、同一の事業主の適用事業に継続して３１日以上雇

用されることが見込まれる人は、被保険者とされる。

２．大学卒業を予定している学生であって、適用事業に雇用され、卒業後も引き続きその事業に

雇用されることとなっている人は、被保険者とされる。

３．季節的に雇用される人のうち、４ヵ月を超える期間を定めて雇用される人であって、週の所

定労働時間が３０時間以上である人は、短期雇用特例被保険者とされる。

４．６５歳に達した日以後に新たに雇用される人（短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険

者を除く）は、高年齢被保険者とされない。

（問題２５）

（設問Ｇ）雇用保険法に基づく介護休業給付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

１．介護休業給付金の支給対象となる家族に、被保険者の配偶者の父母は含まれない。

２．介護休業給付金の支給期間は、同一対象家族について最長１年６ヵ月である。

３．介護休業給付金の支給申請書は、介護休業終了後、終了日の翌日から起算して２ヵ月を経過

する日の属する月の末日までに提出しなければならない。

４．介護休業給付金の額は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の１００分の５０に相当

する額である。
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問６

社会保険の適用や給付等に関する以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ

選んでください。以下、全国健康保険協会管掌健康保険を「協会けんぽ」とします。

（問題２６）

（設問Ａ）健康保険法および厚生年金保険法における適用事業所に関する次の記述のうち、最も不適切

なものはどれか。

１．法人の事業所で常時使用する従業員が３人の製造業は、強制適用事業所とされる。

２．個人の事業所で常時使用する従業員が４人の運送業は、強制適用事業所とされない。

３．個人の事業所で常時使用する従業員が１０人の飲食業は、強制適用事業所とされる。

４．個人の事業所で常時使用する従業員が２人の税理士事務所は、厚生労働大臣の認可を受ける

ことにより、適用事業所となることができる。
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（問題２７）

（設問Ｂ）個人事業主の湯本康太さん（４３歳）は、妻と子の４人でＴＰ市に居住している。以下の

＜資料＞に基づく、康太さんが支払う２０２０年度分の国民健康保険と介護保険の保険料の

世帯合計額（年額）として、正しいものはどれか。なお、保険料減免措置の適用はないもの

とする。また、計算に当たっては、医療分、後期高齢者支援金等分、介護分のそれぞれの世

帯合計額について、百円未満の端数を切り捨てること。

＜資料＞

［湯本家のデータ］

氏名 続柄 年齢 備考

湯本 康太 本人（世帯主） ４３歳 前年の総所得金額（事業所得）５３０万円

湯本 輝美 妻 ４１歳 専業主婦

湯本 渚 長女 １６歳 高校生

湯本 翔馬 長男 １４歳 中学生

※家族４人は同一世帯であり、４人はそれぞれＴＰ市の国民健康保険の被保険者である。

※上記以外の収入はない。

［ＴＰ市の国民健康保険料（年額）］

所得割の算定基礎額＝前年の総所得金額等－基礎控除３３万円

項目 所得割の率 均等割（１人当たり）

医療分 ５.３５％ ３４,２００円

後期高齢者支援金等分 １.８０％ １１,４００円

介護分 １.８０％ １４,０００円

※医療分と後期高齢者支援金等分は、被保険者の年齢にかかわらずすべての被保険者について賦課

される。介護分は、４０歳以上６５歳未満の被保険者について賦課される。

※限度額については考慮しないものとする。

１．６４１,０００円

２．６５５,０００円

３．６８３,０００円

４．６８４,７００円
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（問題２８）

（設問Ｃ）以下の＜資料＞に基づく、木内さん（３３歳）の２０２０年１０月の給与の手取り額として、

正しいものはどれか。なお、通勤手当や住民税の控除など記載のない事項については考慮し

ないものとする。

＜資料＞

［木内さんのデータ］

・ ２０２０年１月からＭＺ株式会社に正社員（役員ではない）として勤務し、健康保険（協会

けんぽ）および厚生年金保険の標準報酬月額は、被保険者資格取得時から現在まで２８万円

である。

・ ２０２０年１０月の給与の総支給額（源泉所得税・社会保険料控除前）は３０万円である。

・ 扶養親族等はない。

［給与の手取り額］

給与の総支給額－（雇用保険料＋健康保険料＋厚生年金保険料）－源泉徴収税額

［雇用保険料（被保険者負担分）］

給与の総支給額×０.３％

［健康保険料（被保険者負担分・介護保険非該当）］

標準報酬月額×５.０％

［厚生年金保険料（被保険者負担分）］

標準報酬月額×９.１５％

［給与所得の源泉徴収税額表］ （単位：円）

その月の社会保険料等

控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

０人

以上 未満 税額

２５４,０００ ２５７,０００ ６,７５０

２５７,０００ ２６０,０００ ６,８５０

２６０,０００ ２６３,０００ ６,９６０

２６３,０００ ２６６,０００ ７,０７０

１．２４９,９００円

２．２５２,６３０円

３．２５２,６９０円

４．２５３,４２０円
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（問題２９）

（設問Ｄ）広尾達也さんは、家族３人でＰＡ市に居住している（同一世帯である）。以下の＜広尾家の

データ＞に基づく国民年金の被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

なお、記載のない事項については、国民年金の被保険者となる要件を満たしているものとす

る。

＜広尾家のデータ＞

氏名 続柄 年齢 備考

広尾 達也 本人 ５５歳 自営業者であり、国民年金の第１号被保険者である。

広尾 澄子 妻 ４３歳 ＰＢ株式会社に勤務しており、厚生年金保険の被保険者である。

広尾 隆二 長男 １７歳 高校生であり、澄子さんの健康保険の被扶養者となっている。

１．達也さんは、６０歳に達した日に国民年金の第１号被保険者でなくなる。

２．達也さんが６０歳前に障害の状態となり障害基礎年金の受給権者となった場合、受給権を取

得した日に国民年金の第１号被保険者でなくなる。

３．澄子さんが６５歳になるまで厚生年金保険の被保険者としてＰＢ社で働き続ける場合、６０

歳に達した日に国民年金の第２号被保険者でなくなる。

４．隆二さんが１８歳で就職して厚生年金保険の被保険者となった場合、２０歳に達するまでは

国民年金の第１号被保険者とされる。
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問７

全国健康保険協会管掌健康保険（以下「協会けんぽ」という）に関する以下の設問Ａ～Ｃについて、

それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでください。

（問題３０）

（設問Ａ）以下の＜資料＞に基づき、川野正浩さんが２０２０年７月に支払った医療費に係る協会けん

ぽの高額療養費（世帯合計額）を請求した場合、払戻しされる額として、正しいものはどれ

か。なお、いずれも健康保険限度額適用認定証を提示していないものとし、多数回該当およ

び入院時の食事代等、記載のない事項については考慮しないものとする。

＜資料＞

［川野家の２０２０年７月の医療費等］

氏名 続柄 年齢 医療機関 入院／外来 医療費 自己負担額

川野 正浩 本人 ５５歳 ＫＡ病院
入院 ６２万円 １８６,０００円

外来 ５万円 １５,０００円

川野 亜樹 妻 ４８歳 ＫＢ医院 外来 ８万円 ２４,０００円

川野 愛梨 長女 １６歳 ＫＣ歯科医院 外来 ２万円 ６,０００円

［川野家のデータ］

・ 正浩さんは協会けんぽの被保険者であり、標準報酬月額は４７万円である。

・ 亜樹さんと愛梨さんは、正浩さんの健康保険の被扶養者である。

［７０歳未満の高額療養費に係る自己負担限度額（月額）］

所得区分 自己負担限度額（月額）

標準報酬月額２８万～５０万円 ８０,１００円＋（総医療費－２６７,０００円）×１％

１．１０２,３７０円

２．１１９,７７０円

３．１２５,５７０円

４．１４５,８７０円
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（問題３１）

（設問Ｂ）協会けんぽの被保険者である近藤さんは、私傷病により労務不能となり、２０２０年７月３

日から７月２０日まで連続１８日間休業した。７月２１日より職場に復帰したが、同一の傷

病により再度労務不能となり、２０２０年８月１日から８月２７日まで連続２７日間休業し

た。この場合、近藤さんが受け取ることができる傷病手当金の合計額として、正しいものは

どれか。なお、近藤さんが請求した傷病手当金の１日当たりの額は以下の＜資料＞に基づい

て計算するものとし、休業期間中の報酬は支払われないものとする。また、近藤さんは傷病

手当金の支給要件をすべて満たしているものとする。

＜資料＞

［近藤さんの標準報酬月額等の状況］

［傷病手当金の１日当たりの額の計算式（円未満四捨五入）］

支給開始月以前の直近の継続した１２ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額×
１

３０
×

２

３

１．２５８,１７４円

２．２５９,８５４円

３．２７６,６１５円

４．２７８,４１５円

被保険者

資格取得

▲
休業開始

▲
傷病手当金

支給開始

▲

▼

２０１８年

４月１日
▼

２０２０年

７月３日
▼

２０２０年

７月６日
▼

２０１９年

９月１日

標準報酬月額

２６万円
標準報酬月額２８万円

▼

２０１９年

４月１日

標準報酬月額

２２万円

１０円未満四捨五入
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（問題３２）

（設問Ｃ）北村さん（３５歳）はＹＢ株式会社に勤務し、協会けんぽの被保険者であったが、２０２０

年７月３１日に退職し、その後任意継続被保険者となった。以下の＜資料＞に基づく、北村

さんが負担する健康保険料額として、正しいものはどれか。

＜資料＞

［北村さんのデータ］

・ 在職年数 ２年

・ ２０１９年９月から資格喪失までの標準報酬月額 ３２０,０００円

・ 北村さんは、病気のため２０２０年５月から６月にかけて欠勤し、２０２０年５月から７月

に支給された給与の平均額は、２６０,０００円であった。

・ ２０１９年９月３０日における協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額に基づく標

準報酬月額は３００,０００円である。

［保険料額表］ （単位：円）

標準報酬 報酬月額
健康保険料

健康保険等級 月額 以上 未満

２０ ２６０,０００ ２５０,０００ ～ ２７０,０００ ２５,７４０

２１ ２８０,０００ ２７０,０００ ～ ２９０,０００ ２７,７２０

２２ ３００,０００ ２９０,０００ ～ ３１０,０００ ２９,７００

２３ ３２０,０００ ３１０,０００ ～ ３３０,０００ ３１,６８０

１．２５,７４０円

２．２７,７２０円

３．２９,７００円

４．３１,６８０円
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問８

公的年金制度の仕組みや受給額等に関する以下の設問Ａ～Ｈについて、それぞれの答えを１～４の中

から１つ選んでください。なお、解答に当たっては、以下の計算式等を使用してください。また、年金

額の計算に当たっては、計算過程、解答ともに円未満を四捨五入してください。以下、厚生年金保険を

「厚生年金」とします。

［第１号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の支給開始年齢（一部抜粋）］

生年月日
男子 女子

定額部分 報酬比例部分 定額部分 報酬比例部分

昭２９.４.２～昭３０.４.１ － ６１歳 － ６０歳
昭３０.４.２～昭３１.４.１ － ６２歳 － 〃
昭３１.４.２～昭３２.４.１ － 〃 － 〃
昭３２.４.２～昭３３.４.１ － ６３歳 － 〃
昭３３.４.２～昭３４.４.１ － 〃 － ６１歳
昭３４.４.２～昭３５.４.１ － ６４歳 － 〃
昭３５.４.２～昭３６.４.１ － 〃 － ６２歳
昭３６.４.２～昭３７.４.１ － （６５歳） － 〃
昭３７.４.２～昭３８.４.１ － 〃 － ６３歳
昭３８.４.２～昭３９.４.１ － 〃 － 〃
昭３９.４.２～昭４０.４.１ － 〃 － ６４歳
昭４０.４.２～昭４１.４.１ － 〃 － 〃
昭４１.４.２以降 － 〃 － （６５歳）

［特別支給の老齢厚生年金の計算式］

（１）定額部分：１,６３０円×被保険者期間の月数（上限４８０月）

（２）報酬比例部分：（ア）＋（イ）

（ア）２００３（平成１５）年３月以前の被保険者期間分

平均標準報酬月額 ×
７.１２５

１０００
×

２００３（平成１５）年３月以前の

被保険者期間の月数

（イ）２００３（平成１５）年４月以後の被保険者期間分

平均標準報酬額 ×
５.４８１

１０００
×

２００３（平成１５）年４月以後の

被保険者期間の月数

［経過的加算の額の計算式］

定額部分相当額－７８１,７００円×
２０歳以上６０歳未満の間の厚生年金被保険者期間の月数

４８０月

［老齢厚生年金の配偶者の加給年金額］ ３９０,９００円

［老齢基礎年金の満額］ ７８１,７００円

［老齢基礎年金の振替加算額］

受給権者の生年月日 振替加算額

１９６０（昭和３５）年４月２日～１９６１（昭和３６）年４月１日 ２０,９１６円

１９６１（昭和３６）年４月２日～１９６６（昭和４１）年４月１日 １５,０６８円
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（問題３３）

（設問Ａ）会社員の小坂浩一さんが６４歳に達する日に会社を退職する場合、以下の＜資料＞に基づき

浩一さんが受け取ることができる特別支給の老齢厚生年金の額として、正しいものはどれか。

＜資料＞

［小坂さん夫婦のデータ］

氏名 続柄 備考

小坂 浩一 本人

・ １９６０（昭和３５）年８月２５日生まれ（６０歳）

・ １９８３（昭和５８）年４月にＬＡ社に入社（厚生年金加入）し、

６４歳に達する日まで継続して働く予定である。

小坂 弘子 妻

・ １９６２（昭和３７）年１２月１０日生まれ（５７歳）

・ １９８５（昭和６０）年４月にＬＢ社に入社（厚生年金加入）し、

１９９９（平成１１）年３月末日に退職。その後は専業主婦であ

る。浩一さんに生計を維持されており、今後も変わらないものとす

る。

［浩一さんの厚生年金加入歴］

※浩一さんに上記以外の公的年金加入期間はない。

１．１,０６０,２００円

２．１,１４０,０２６円

３．１,２８４,７２５円

４．１,６７５,６２５円

▼

６０歳
▲

６４歳
▲

２００３年
（平成１５年）

４月
▼

被保険者期間

２４０月

平均標準報酬月額

３０万円

被保険者期間

２０８月

平均標準報酬額

５５万円

１９８３年
（昭和５８年）

４月  

被保険者期間

４８月

平均標準報酬額

５５万円

入社
▲
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（問題３４）

（設問Ｂ）（問題３３）の浩一さんが６４歳に達する日に会社を退職する場合、浩一さんが６５歳から

受け取ることができる老齢基礎年金の額として、正しいものはどれか。

１．７０６,０５２円

２．７２９,５８７円

３．７５６,４８４円

４．７８１,７００円

（問題３５）

（設問Ｃ）（問題３３）の弘子さんの公的年金加入歴が以下のとおりである場合、弘子さんが６５歳時

に国民年金から受け取ることができる老齢給付の額として、正しいものはどれか。

［弘子さんの公的年金加入歴］

１．７３６,１０１円

２．７５１,１６９円

３．７５７,０１７円

４．７９６,７６８円

▼

退社
▲

６０歳
▲

１９８５年
（昭和６０年）

４月
▼

国民年金未加入

２８月

厚生年金被保険者期間

１６８月

平均標準報酬月額

３０万円

１９８２年
（昭和５７年）

１２月

国民年金第３号被保険者期間

２８４月

２０歳
▲

１９９９年
（平成１１年）

４月
▼

入社
▲
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（問題３６）

（設問Ｄ）羽田智子さんは、老齢基礎年金の受給開始を５年間繰り下げて、７０歳から受け取ることと

した。以下の＜資料＞に基づき、智子さんが７０歳から受け取ることができる老齢基礎年金

と付加年金の合計額として、正しいものはどれか。

＜資料＞

［智子さんのデータ］

・ １９５０（昭和２５）年６月３日生まれ（７０歳）

・ １９７０（昭和４５）年６月から１９７３（昭和４８）年３月までは、大学生のため国民年

金に任意加入していなかった。

・ １９８０（昭和５５）年４月から１９８６（昭和６１）年３月までは夫が厚生年金に加入し

ており、智子さんは国民年金に任意加入していなかった。

・ ６０歳から６５歳になるまでの５年間、国民年金に任意加入し、その間継続して保険料およ

び付加保険料を納付していた。

［智子さんの公的年金加入歴］

１． ９３０,８２３円

２． ９３４,４２３円

３．１,０１５,６３８円

４．１,０２０,６７８円

２０歳
▲

国民年金第３号被保険者

２９０月

１９８６年

(昭和61年)

４月
▼

国民年金任

意加入＋付

加保険料

６０月

１９７３年

(昭和48年)

４月
▼

２０１５年

(平成27年)

６月
▼

６５歳
▲

国民年金

未加入

３４月

１９７０年

(昭和45年)

６月
▼

厚生年金

被保険者

８４月

１９８０年

(昭和55年)

４月
▼

国民年金

未加入

７２月

２０１０年

(平成22年)

６月
▼

６０歳
▲

結婚
▲
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（問題３７）

（設問Ｅ）会社員の青野孝典さんは、事故によって障害の状態となり、現在、障害年金を受給している。

以下の＜資料＞に基づく、孝典さんが現在受給している障害基礎年金と障害厚生年金の額の

組み合わせとして、正しいものはどれか。

＜資料＞

［孝典さんのデータ］

・ １９７０（昭和４５）年１１月１日生まれ（５０歳）

・ 障害等級は２級である。

・ 妻（４５歳）、長女（２０歳）、二女（１７歳）および長男（１５歳）と同居しており、いず

れの人も孝典さんに生計を維持されている。

・ 妻、長女、二女および長男はいずれも障害者ではない。

［孝典さんの厚生年金加入歴等］

［障害厚生年金（２級）の年金額の計算式］

報酬比例部分の年金額＝①＋②

① ２００３（平成１５）年３月以前の被保険者期間分

平均標準報酬月額 ×
７.１２５

１０００
×

２００３（平成１５）年３月以前の

被保険者期間の月数

② ２００３（平成１５）年４月以後の被保険者期間分

平均標準報酬額 ×
５.４８１

１０００
×

２００３（平成１５）年４月以後の

被保険者期間の月数

［配偶者の加給年金額］

２２４,９００円

［障害基礎年金（２級）の年金額］

７８１,７００円

［子の加算額］

第１子、第２子 １人当たり ２２４,９００円

第３子以降   １人当たり  ７５,０００円

被保険者期間１８０月

平均標準報酬額４０万円

入社
▲

初診日
▲

障害認定日
▲

▼
２００３（平成１５）年４月

被保険者期間１２０月

平均標準報酬月額３０万円
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１．障害基礎年金 １,２３１,５００円  障害厚生年金 ８７６,０３２円

２．障害基礎年金 １,２３１,５００円  障害厚生年金 １,３２５,８３２円

３．障害基礎年金 １,３０６,５００円  障害厚生年金 ８７６,０３２円

４．障害基礎年金 １,３０６,５００円  障害厚生年金 １,３２５,８３２円



ライフプランニング・リタイアメントプランニング 2020年度第2回

40ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 無断複製転載禁止 ライフプランニング・リタイアメントプランニング

（問題３８）

（設問Ｆ）ＭＢ株式会社に勤務していた村瀬哲弘さんは、２０２０年１０月１８日に病気のため死亡し

た。以下の＜資料＞に基づき、哲弘さんが死亡した時点で、妻の美里さんに支給される公的

年金の遺族給付の額として、正しいものはどれか。

＜資料＞

［村瀬さん家族のデータ］

氏名 続柄 備考

村瀬 哲弘 夫

・ １９７６（昭和５１）年７月１４日生まれ（死亡当時４４歳）

・ 大学卒業後の２２歳から死亡するまでＭＢ社に勤務（厚生年金加入）

していた。

村瀬 美里
本人

（妻）

・ １９８０（昭和５５）年３月２８日生まれ（４０歳）

・ ２３歳の時に哲弘さんと結婚し、以後専業主婦として、哲弘さんに生

計を維持されていた。

村瀬 正夫 子
・ ２００４（平成１６）年２月６日生まれ（１６歳・高校生）

・ 哲弘さんに生計を維持されていた。

※美里さんおよび正夫さんは障害者ではない。

［哲弘さんの厚生年金加入歴等］

［遺族厚生年金額の計算式］

（①＋②）×３／４

① ２００３（平成１５）年３月以前の被保険者期間分

平均標準報酬月額 ×
７.１２５

１０００
×

２００３（平成１５）年３月以前の

被保険者期間の月数

② ２００３（平成１５）年４月以後の被保険者期間分

平均標準報酬額 ×
５.４８１

１０００
×

２００３（平成１５）年４月以後の

被保険者期間の月数

※短期要件に基づく遺族厚生年金の額は、被保険者期間が３００月未満の場合は、３００月とみ

なして計算する。

［中高齢寡婦加算の額］

５８６,３００円

▼

死亡
▲

被保険者期間 ４８月
平均標準報酬月額 ２４万円

１９９９年
（平成１１年）

４月    

入社
▲

２００３年
（平成１５年）

４月
▼

被保険者期間 ２１０月
平均標準報酬額 ４０万円
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［遺族基礎年金の額］

７８１,７００円

［子の加算額］

第１子、第２子 １人当たり ２２４,９００円

第３子以降   １人当たり  ７５,０００円

１．１,２５４,７９７円

２．１,４１３,４６３円

３．１,４７９,６９７円

４．２,０６５,９９７円

（問題３９）

（設問Ｇ）国民年金および厚生年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

なお、本設問において、子は障害の状態にないものとする。

１．子の遺族基礎年金の受給権は、その子が祖父母の養子となったときは、消滅する。

２．寡婦年金の受給権は、受給権者である妻が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得し

たときは、消滅する。

３．夫の死亡当時、子がない３０歳未満である妻の遺族厚生年金の受給権は、受給権を取得した

日から起算して５年を経過したときは、消滅する。

４．配偶者または子に対する遺族厚生年金は、その配偶者または子の所在が１年以上不明のとき

は、他の受給権者の申請により、所在不明となった時にさかのぼって支給停止される。

（問題４０）

（設問Ｈ）離婚した夫婦間における厚生年金の年金分割制度には合意分割と３号分割がある。年金分割

制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．合意分割において厚生年金記録の按分割合について当事者の合意が成立しないときは、当事

者のいずれか一方の申立てにより家庭裁判所が按分割合を定めることができる。

２．年金分割の請求は、原則として離婚が成立した日の翌日から起算して２年以内に行う必要が

ある。

３．３号分割は、国民年金の第３号被保険者であった人の相手方が障害厚生年金の受給権者であ

る場合、その障害厚生年金の額の計算の基礎となった期間の分割の請求は認められない。

４．３号分割は、２００８年４月１日以後に離婚した夫婦に限られるが、それより前の国民年金

の第３号被保険者期間についても分割される。
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問９

企業年金や退職金等に関する以下の設問Ａ～Ｅについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選ん

でください。

（問題４１）

（設問Ａ）確定給付企業年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．加入者が掛金の一部を負担することを規約に定めることができる。

２．老齢給付金の支給要件として、２０年を超える加入者期間を規約に定めることができる。

３．老齢給付金の全部を一時金で支給することを規約に定めることができる。

４．老齢給付金の支給要件を満たす人であって支給の請求をしていない人が、老齢給付金の支給

の繰下げを事業主に申し出ることを、規約に定めることができる。

（問題４２）

（設問Ｂ）確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本設問においては

企業型確定拠出年金を「企業型」、個人型確定拠出年金を「個人型」という。

１．個人型に加入している国民年金の第３号被保険者が、老齢給付金を一時金で受け取った場合、

その一時金は所得税の計算上、一時所得とされる。

２．公務員が個人型に加入する場合の掛金の拠出限度額は、年額２７.６万円である。

３．加入者拠出（マッチング拠出）が規約に定められている企業型の加入者は、同時に個人型に

加入することができる。

４．老齢給付金の受給開始年齢は、通算加入者等期間に応じて定められている。

（問題４３）

（設問Ｃ）国民年金基金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．日本国内に住所を有する６０歳以上６５歳未満の人であって、国民年金に任意加入している

人は、国民年金基金に加入することができる。

２．国民年金基金の加入員が国民年金の保険料を一部免除される場合、原則として国民年金基金

の加入員資格を喪失する。

３．国民年金基金の加入員は、国民年金の付加保険料を納めることはできないが、個人型確定拠

出年金に加入してその掛金を納めることができる。

４．保証期間のある終身年金に加入していた国民年金基金の加入員が年金受給前に死亡した場合、

生計を同じくしていた遺族に国民年金基金から遺族年金が支給される。
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（問題４４）

（設問Ｄ）平尾さんは、ＺＷ株式会社に勤務し、そのほかに子会社であるＺＸ株式会社の取締役となっ

ている。平尾さんは、２０２０年中に定年退職を迎え、両社から退職一時金が支給された。

以下の＜資料＞に基づく、平尾さんの２０２０年分の所得税に係る退職所得の金額として、

正しいものはどれか。なお、このほかに平尾さんに退職所得はない。

＜資料＞

［平尾さんの勤続期間等］

［平尾さんが受け取った退職一時金の額］

ＺＷ社：１,１００万円

ＺＸ社：５００万円

※特定役員退職手当等に該当するものではない。

※障害者になったことに基因する退職ではない。

※退職所得に関する手続きについては適正に行われている。

１．４００万円

２．４４０万円

３．５６０万円

４．５８０万円

２００８年１２月１日
  入社

２０２０年７月３１日
退職

▼ ▼

２０１３年４月１日
入社

▲
２０２０年１０月３１日

退職

▲

７年４ヵ月（重複期間）

ＺＷ社（１１年８ヵ月）

ＺＸ社（７年７ヵ月）
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（問題４５）

（設問Ｅ）中小法人の役員である大津さん（４４歳）は、老後の生活資金作りのため、小規模企業共済

制度への加入を検討中である。以下の＜資料＞に基づく、大津さんが６５歳で役員を退任し

た場合に受け取ることができる基本共済金（以下「共済金」という）の額として、正しいも

のはどれか。

＜資料＞

［大津さんの加入内容等］

・ ４５歳から６５歳になるまで２０年間加入

・ ６５歳で役員を退任し、共済金を一括で受け取る

・ 掛金月額の推移 ４５歳加入時から １０,０００円

５０歳から ３０,０００円（２０,０００円増額）

６０歳から ６０,０００円（３０,０００円増額）

［共済金に関する事項］

共済金の額は、請求事由、掛金月額、掛金納付月数によって決まる

共済金Ａ：法人役員については、法人が解散したとき

共済金Ｂ：法人役員については、疾病、負傷により退任したとき、６５歳以上で退任したとき、

死亡したとき、１８０月以上掛金を払い込んだ者が６５歳以上になったとき

［掛金１口（５００円）当たりの共済金の額］

掛金納付月数 共済金Ａ 共済金Ｂ

６０月 ３１,０７０円 ３０,７３０円

１２０月 ６４,５３０円 ６３,０４０円

１８０月 １００,５５０円 ９７,０２０円

２４０月 １３９,３２０円 １３２,９４０円

３６０月 ２１７,４００円 ２１０,５９０円
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［大津さんの掛金月額の推移と共済金計算のイメージ図］

受取合計額＝①、②、③に対応する金額の合計

［共済金の計算例］

・ 掛金月額１０,０００円（２０口＝１０,０００円÷５００円）の場合、加入から５年（６０

月）目における共済金Ａの額は、３１,０７０円×２０口＝６２１,４００円となる。

・ 加入中に掛金を増額している場合の共済金の額は、増額前の掛金月額とその納付月数、増額

部分の掛金月額とその納付月数についてそれぞれ計算を行い、それらを合計した額となる。

１．８,０８４,６００円

２．８,３８３,４００円

３．８,５４５,０００円

４．８,６７２,６００円

４５歳
▲

６０歳
▲

５０歳
▲

６５歳
▲

③ 掛金

３０,０００円

（増額分）

② 掛金２０,０００円（増額分）

① 掛金１０,０００円
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問１０

中小法人の資金計画等に関する以下の設問Ａについて、答えを１～４の中から１つ選んでください。

（問題４６）

（設問Ａ）以下の＜資料＞に基づく、ＹＤ株式会社の資金繰りに関する下表の空欄（ア）にあてはまる

数値として、正しいものはどれか。

＜資料＞

［ＹＤ社の売上と仕入の実績］

７月 ８月 ９月 １０月

現金売上 ５００万円 ６００万円 ５００万円 ４００万円

掛売上 ２,２００万円 ２,４００万円 ２,５００万円 ２,０００万円

掛仕入 １,６００万円 １,８００万円 ２,０００万円 １,５００万円

［ＹＤ社の取引条件］

○売上は現金売上および掛売上によるものとし、仕入はすべて掛仕入とする。

○掛売上の回収

・ 売上の翌月２５日に、代金の６割を現金で受け取り、４割を手形で受け取るものとする。

・ 手形の振出日から支払期日までの期間は１ヵ月であり、期日に決済されるものとする。

○掛仕入の支払

・ 仕入の翌々月２５日に、代金の５割を現金で支払い、５割を手形で支払うものとする。

・ 手形の振出日から支払期日までの期間は２ヵ月であり、期日に決済されるものとする。

［ＹＤ社の資金繰り表（一部）］

９月末日 １０月末日

現金残高 １,０００万円 （ ア ）万円

※現金残高の計算は、上記の取引のみを考慮するものとする。

１．２,０００

２．２,１６０

３．２,９６０

４．３,８６０
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問１１

ＣＦＰ認定者にとって、リタイアメントプランニングに関する最近の情報に関心をもち、情報収集

しておくことは大切です。以下の設問Ａ～Ｄについて、それぞれの答えを１～４の中から１つ選んでく

ださい。

（問題４７）

（設問Ａ）野村光男さんは、公証役場に出向き、以下の＜条件＞に基づいて、公正証書遺言１通を作成

する予定である。＜公正証書作成手数料の表＞に基づいて計算した手数料の合計額として、

正しいものはどれか。なお、公正証書の枚数による手数料の加算は考慮しないものとする。

＜条件＞

・ 光男さんの相続人は、妻と長男および二男である。

・ 光男さんの所有財産は下表のとおりであり、現金の合計額は８,０００万円である。

・ 宅地、建物の評価額および取得予定者は下表のとおりである。

・ 相続税評価額の総額の２分の１に相当する額の財産を妻が、各４分の１に相当する額の財産を

長男および二男が取得できるよう、現金を分割する。

・ 祭祀主宰者は指定しない。

［遺産分割とその価額］

取得予定者 財産
固定資産税評価証明書を

基にした評価額
相続税評価額

妻

甲宅地上の建物 １,８００万円 １,８００万円

乙宅地上の建物 １,４００万円 １,４００万円

現金 － ＊＊＊＊万円

長男
甲宅地 ３,１００万円 ３,５００万円

現金 － ＊＊＊＊万円

二男
乙宅地 ２,７００万円 ３,３００万円

現金 － ＊＊＊＊万円

合計 － １８,０００万円

※問題作成の都合上、表の一部を「＊＊＊＊」にしてある。
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＜公正証書作成手数料の表＞

目的の価額 手数料

１００万円以下 ５,０００円

１００万円を超え２００万円以下 ７,０００円

２００万円を超え５００万円以下 １１,０００円

５００万円を超え１,０００万円以下 １７,０００円

１,０００万円を超え３,０００万円以下 ２３,０００円

３,０００万円を超え５,０００万円以下 ２９,０００円

５,０００万円を超え１億円以下 ４３,０００円

１億円を超え３億円以下
４３,０００円に５,０００万円までごとに

１３,０００円を加算

３億円を超え１０億円以下
９５,０００円に５,０００万円までごとに

１１,０００円を加算

１０億円を超える場合
２４９,０００円に５,０００万円までごとに

８,０００円を加算

※宅地および建物に係る目的の価額は、固定資産税評価証明書を基にした評価額によるものとする。

※相続人ごとに目的の価額を算出してそれぞれの手数料を算定し、その合計額が公正証書作成手数料の

額となる。

※遺言加算：１通の公正証書遺言における目的の価額の合計額が１億円を超えないときは、１１,０００

円を加算する。

１． ６９,０００円

２．１０１,０００円

３．１１５,０００円

４．１３４,０００円

（問題４８）

（設問Ｂ）任意後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．任意後見契約の締結は、公正証書によらなければならない。

２．任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力を生ずる。

３．任意後見契約は、委任者本人が受任者に対し、財産管理等に関する事務の全部または一部を

委託し、その委託に係る事務について同意権および取消権を付与する契約である。

４．任意後見監督人は、任意後見人の事務または委任者本人の財産の状況を調査することができ

る。
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（問題４９）

（設問Ｃ）「高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）」に基づくサービス付き高齢者向

け住宅に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

１．各居住部分の床面積は、原則として３０ｍ2以上でなければならない。

２．事業者は、状況把握（安否確認）サービスと生活相談サービスを提供しなければならない。

３．事業者は、賃貸借方式の契約の場合、入居時に敷金を入居者から受領することができる。

４．一定の要件を満たしている場合、事業者は入居者から家賃や高齢者生活支援サービスの対価

を前払金で受け取ることができる。

（問題５０）

（設問Ｄ）低所得の高齢者向けに、居住している不動産を担保として生活資金を貸し付ける「不動産担

保型生活資金貸付制度（要保護世帯向けを除く）」に関する次の記述のうち、最も不適切な

ものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

１．貸付けの対象となる世帯の構成員は、原則として６５歳以上でなければならない。

２．連帯保証人は、不要である。

３．賃借権等の利用権や抵当権等の担保権が設定されている不動産を担保とすることができない。

４．貸付契約終了前に貸付元利金が貸付限度額に達した場合でも、契約の終了まで担保となって

いる住宅に住み続けることができる。


